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第四章　農家子弟の進路問題と農業後継者

第一範　農家子弟の進路問題

職業選択の自由が,歴史的に生まれ得る基盤は,土地に縛りつけられていない労働力の自由な売

り手としての賃労働者の形成である｡農民から生存の保障としての土地収奪を行うことによって,

その前操が作り出されたのである｡そして,親方,徒弟というギルド的な封建的労働観定からの解

放が,職業選択の自由を準備していったのであり,資本主義の形成そのものの中に,それが必要で

あった｡

歴史的に,農民にとっての職業選択の自由は,生産手段の収穫の結果から生みだされたものであ

る｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･

マルクスは資本論での本源的蓄積の論述の中で,自由な賃労働者の創出と封建的な労働規定の解

放過程を農民からの収奪の鷹巣として次のようにのべている｡

｢直接生産者,労働者は,彼が土地に縛りつけられていて,他人の農奴または隷農になっている

ことをやめてから,はじめて自分の一身を自由に処分することができるようになった｡自分の商品

の市場が見つかればどこへでもそれをもって行くという労働力の自由な売り手になるためには,彼

紘,さらに同職組合の支配,すなわちその徒弟･職人規制やじゃまになる労働規定からも解放され

ていなければならなかった｡ --しかし,他面では,この新たに解放された人々は,彼らからすべ

ての生産手段が奪い取られ,古い封建的な諸制度によって与えられていた彼らの生存の保証がこと

ごとく奪い取られてしまってから,はじめて自分自身の売り手になる｡そして,このような彼らの

収奪の歴史は,血に染まり,火と燃える文字で人棟の年代記に書きこまれているのである｣注1)日本

的賃労働者の形成は,いわゆる｢出稼女工｣にみられるように,半封建的土地所有の基で,小作貧

農の絶対的貧困化の中で,家計補充的に婦女子が労働力市場に動員されていったのである｡そし点

て,小作貧農としての再生産を可能にしたのである｡そこでは,完全に農民からの土地収奪を実施

することによって,本源的蓄積過程としての自由な賃労働者を作り出す過程ではなかった｡

戦前の複線型学校体系の中で,多くの小作農民にとっての学校は,職業選択の手段としての機能

としてではなく,自からの社会的基盤の再生産としての役割をもっていたのである｡大正末期以降

高等小学校の就学率は,過半数を越えていくが,それは,脱農村社会からエリート層志向の為の学

歴要求では決してなかった｡社会的上昇として高等教育機会は,多くの国民に可能性をもち, ｢学

力｣さえあればすべての青年に高等教育の平等の機会を学校制度はもっていたが,地主,富農層の

エリート層志向の中学校進学の階層と高等小学校進学階層とは,社会階層的に二重構造をもって明

きらかに区分されていたのである｡多くの農民にとって,中等教育の進学は,果たせなかったので

ある｡彼らにとっての教育要求の高度化は,実業補習学校,青年訓練所,青年団,青年学校等とい

う形で実現されていったのである｡

ところで,大正期の青年の進学率の上昇について,大槻健氏は次のようにのべている｡ ｢地位も
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財産ももたない民衆にとって,上級学校への進学は自らの社会的地位の上昇を望み得る唯一の手段

である｡しかし,そのような民衆の願いは,支配権力が企図する労働力配分の企図と矛盾する｡つ

まり,上昇を確実にするための進学を達成しようとしても,それを無制限に許すのでは労働力の配

分機構を乱すことになる｡ --したがって大正中期から増大しはじめた進学競争には,民衆の容易

に手のとどかない願望が内包され,その故に一層きびしく競争が展開されることになる｡｣が)

男子が20歳に達した時の壮丁検査に際しての文部省による｢壮丁教育調査｣によれば,昭和14

午,'中等学校以上の学歴を有するものは, 13.696であり,多くは,青年学校程度以下の学歴であ

る｡浜田陽太郎氏は,農業生産の側面から見るならは学歴取得は,農民にとって魅力のあるもので

ないことを次のように分析している｡ ｢労働力多投を基幹として発達してきたわが国農業技術の発

展の方向と,その労働力多投による生産量の拡大が即富の生産であり農民の幸福をもたらすという

観念の注入を軸としていた農民生活にとって15歳の子どもは十分に一人前の労働力として機能す

ることが可能であった｡ ･--学校へあげても特別に生産量がふえるわけでもなく,その期間の労働

力の放棄所得を考えれば学歴取得は,農民にとって魅力のあるものではなかった.｣注3)

さらに大槻健氏は, ｢壮丁教育調査｣に見られる民衆の学力状況として次のようにのべている｢こ

の学力検査に登場する壮丁たちは,前述したように青年学校以下の学歴所有者である｡この青年た

ちはすくなくとも高等小学校を卒業した後,この徴兵検査までそれぞれの労働についてきた青年で

ある｡戦前の日本の職業別人口構成からみて,その多くは農民であっただろう｡ -･-この青年たち

にとって,かつての学校教育は必ずしも十分な学力を保障してくれなかったのである｡ --働らく

(民衆)青年にとって学校は必ずしも自らの生活の拡大に必要な基礎を培ってくれるところでなか

ったのではないか, ---しかし,それにもかかわらず,農民や労働者たちは,学校で培うことので

きなかった知恵を,自らの労働生活の中で主体的にやしなっている｡｣注4)

農家子弟にとって職業選択の問題が本格化していくのは,戦後の高度経済成長期以降の農民層の

著しい賃労働老化現象の中である｡農民にとって学校は,離村の手段として機能していったのであ

る｡つまり,学卒と同時に,その労働力は,都市に吸収されていった｡そして,職業選択の条件

に,学歴が大きく左右されていく｡

1950年から80年の30年間に,農林漁業従事者の極端な減少があったのである｡国勢調査の組み

替え方式によっての大橋隆憲氏の日本の階級構成を基として,土居英一氏が80年の1%抽出の国

勢を加えて30年間の構成を算出しているが,それによると,自営業者層の農林漁業従事者は, 1950

年に全労働力構成の44.i　を占めていたのが, 1980年には　9.896と著しく減少しているム　これ

に対して労働者階級は, 1950年に. 38.296であったのが, 1980年には, 65%と急増しているので

ある｡ ｢戦後30年間にわたる階級構成表を概観してみれば,いかに日本社会が農業を中心とする自

営業者層を主軸とした農村型社会から,わずか30年のあいだに,世界でも比頼なきスピードで,

工業を中心として資本-賃労働関係の支配する都市型社会へと移行したかが,歴然と判明する｡｣注5)

,富永健一氏は, 1955年から1975年までの世代間職業移動の変動として農業からの著しい流出を
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あげている｡

｢この20年間に数値が最もはげしく動いたのは,農業からの世代間流出率の急激な増大である｡

戦前からずっと引続いて1955年まで,農業というのは外から(すなわち父が農業でないものが)

流入するということが極度に少ない職業として,きわだっていた｡ところが1965年以後農業は流

入率はあいかわらず極度に低いが,流出率は一転して他の職業カテゴリ-並みに高い職業に変じ

た｡この著しい変化は高度成長期におこり,｣注6)

日本に派遣されたOECD教育調査団は, 1971年に, ｢日本の教育政策に関する調査報告書｣を

まとめているが,調査団の一員であったヨ-ソ･ガルツソグ氏は, ｢社会構造･教育構造･生涯教育

一日本の事例-｣として,日本社会の学歴構造をタテ型の階層的秩序を維持していく基盤として吹

のようにのべている｡

｢どの階級に所属するかほ各段階の入学試験のさいにきまる｡そしてすべての出生の場合と同じ

ように,社会的出生にも苦痛をともなう｡ --しかしこの地獄は青年期の一時期に集中している｡

試験に合格して大学に入学さえすれば,青年たちはずっと平穏に,自分の個人的関心を追求する自

由をあたえられる｡そしていったん企業に就職すれば自動的に上昇移動が保障されるのだから,そ

うした自由はある程度まで,一生を通じてあたえられることになる｡ --教育を受けた年数と学校

の社会的評価に比例して序列の構造がはっきりしており,それが封建的構造を椎特していくすぐれ

た基盤となる｡ --･企業や政府が学校に求めているのは,基本的な選故をしてもらうことである｡

実際にはこうした選抜も,タテ型の階層的な社会秩序を維持していく基礎として文句をいわせぬも

のであればよいのであって,客観的にみて最適の人材を最上位を占めるという意味での正確さは,

あまり重要ではない｡｣注7)

学校卒業時にそれぞれの学校へ捷供される限られた求人の中から青年は職業選択を行なわされ,

青年自身の所属する学校の社会的評価に制約されての求人である｡したがって,青年の進路選択に

とって,一流の学校の卒業証書,学歴取得は,大きな意味をもっているのである｡教育を受ける機

会は,出身階層によって異なっている.富永健一氏を代表とする1975年SSM全国調査の20-69

歳までの父親階層別に見た子の学歴構成によれば, ｢高等教育学歴を取得した者の割合が最も多い

のは専門管理職層の子弟であり,ホワイトカラー,ブルーカラー,農業にいくにつれて著しく少な

くなっている｡｣注8)っまり,農民子弟の高等教育の学歴は,最も低くなっている｡

ところで,教育を受ける権利は,労働権の内実にとっても重要な課題である｡ ｢労働権認識には

発達と自立という観点が必要だということである｡ -･-労働生活において自己の発達を保障し,普

たその保障を可能ならしめるような労働生活を自ら統制していくこと紘,労働の機会の捷供を請求

することを超えた新しい権利の体系を作り出す萌芽としての意味をもっている｡｣注9)職業選択の自

由は,自己教育と労働生活の自律を保障していく学習権をともなわなければ,実質化しないのであ

る｡学校教育の平等の機会を経済的側面から保障されるばかりでなく,社会教育として生涯にわた

って労働権の内実として学習を保障していくことが要求されているのである｡農家子弟にとって,
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その機会が著しく制約されている中で,個々の青年の進路問題に解消してはならない｡

学校教育での進路指導理論は,個々の青年の進路問題として考えられており,その社会経済的条

件が問題にされていない｡それは,基本的に,職業適用論が基本になっている｡

小林達雄氏は, ｢進路指導の理論的基底の研究｣の中で,職業的適応理論の積極性を次のように

のべている｡ ｢職業選択理論にそのよりどころを求めてきた進路指導(学校職業指導)が,たとえ

その生活指導における独自性の主張としてではあっても,将来の適応にかかわるものとされ,進路

指導の目的が満足な職業的適応として据えられるとすれば,進路指導にとって職業的な意味の解明

は極めて重要な課題となろう｡｣注10)

以上のような問題意識から小林氏は,スーパーの｢職業的適応の力学｣の理論を積極的に紹介し

ていくのである｡そして, ｢進路指導理論体系化の試み｣として,進路相談理論を基本に,展開し

ようとする｡ ｢職業の選択,職業的適応,職業的発達に関する理論は,ガイダンスの中核技術とし

てのカウンセリングにおいて,クライエソトの主訴をめぐる選択･適応･発達などの問題状況にお

けるカウンセラーのふるまいを導く理論ということができるからである｡｣注11)

以上のような中から,進路指導理論に, ｢相談心理学｣が積極的に導入されていくのである｡そ

して,新行動主義のカウンセリング理論を進路指導教育を支えるものとして評価していくのであ

る｡つまり,進路指導をきわめて狭い心理的人間関係論的な相談技術に置き換えられてしまってい

る｡

第二範　地域農業と農村の子どもの進路

(1)農家の子どもの手伝い状況

農家の子どもの農作業や家事の手伝いの分担は,農村の都市化,兼業化や農業機械等々によっ

て,大きく変化していったことはいうまでもない｡この変化によって,農村の子どもの手伝いの特

性はなくなったと規定する論者も少なくない｡

川俣茂氏は, ｢現在では農村的手伝いの特性はまったくなくなった｡ ---･親は『勉強』させるこ

とにのみ重点をおき,家族ぐるみの共同労働の喜びと価値を体得させなくなった｡こうして子ども

たちの心や行動の中に,農業離れの意識が醸成される｡農家の消費生活は確かに豊かになったが,

子どもが労働の導きを育む心や農業をみつめ地域文化を追求しようとする意識は希薄になった｣と

述べる｡注12)

農村の子どもの手伝い状況は,都市と同じようになり,全国標準化しているかというと,決して

そうではない｡農村は,都市に比して,子どもの手伝いが, 70年以降においても依然として相対的

に多いからである｡

いうまでもなく,学校の｢農繁休暇｣というものはなくなっており,手伝い時間そのものは大幅

に減少しているが,しかし,農業生産によって主たる生計を求める農家の農繁期における子どもの

農作業;家事の手伝いの重要性は,失っていない｡
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北海道,東北各県の農業会議が昭和52年9月, 4,536名に調査した農家子弟の｢中学生の農業に

関するアンケート調査｣によれば,全体として,農業の手伝いは, ｢いつも手伝う｣10.896, ｢とき

どき手伝う｣68.0%, ｢手伝わない｣ 14.396となっており,多くの子どもは,なんらかの形で農作

業にかかわっているのである｡ところで,農業の手伝いを｢いつも手伝う｣と答えた比率の最も高

いのは北海道の16.796であり,最も低いのは,山形県の5.796であり,地域によって,著しく異

なっている｡

農家の子どもの手伝い状況は,地域によって異なってくるのは,地域のもっている｢子ども観｣

より以上に,農業経営,農家生活によって,規定されており,農家経済との関連でみていかねばな

らない｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･

それでは,子どもの手伝い状況を各農家経済,生活との関連でみる為に,部落に直接入って,千

どもの手伝い状況をみていくことにする｡

第1の事例として,地域において農家率が50%以上を超え純農村的性格が強く,鹿児島県内に

おいても農業生産高の高い出水郡野田町における子どもの手伝い状況の実態調査の結果からのべて

みたい｡ (昭和55年3月実施,農家率90%以上の5部落の小中学校の児童･生徒の農家50戸調

査)

表(4-1)に示すように農作業に関する手伝いは, ｢1年を通していつもさせている｣　　｢農繁

期はさせている｣ 70%, ｢ほとんどさせていない｣　　｢全くさせていない｣ 2%と多くの農家は,

農作業をさせている｡農家の手伝い状況を専兼別にみれば,そう大きな差異はない｡

表(4-1)鹿児島県野田町における子どもの農作業の手伝い状況

専業農家のうち, ｢1年を通していつもさせている｣ 3戸と｢農繁期はさせている｣ 10戸は,どの

理由からであろうか｡ 3戸の農業経営形態は,畜産(養鶏肉牛)兼養蚕,稲作業園芸(メロン,そ

らまめ),稲作兼甘しょであり,父子2人の世帯もあり,それぞれ中学生を農業労働力の担い手と

して位置づけている｡つまり, 3戸とも｢労働力が不足しているため,子どもを手伝わせている｣

と答えている｡また,家事の子どもの手伝いは, ｢いつもさせている｣という回答の農家は, 16戸

で全体の32%であり,やや農作業の手伝いをさせているよりも多いが,全くさせないとするのは,

10戸で全体の20%となり,農作業に比して,させていない農家の比率が著しく高くなっている｡

これは,男子の子どもの場合で,家事をさせないとする農家が少なからずあるためである｡しか

し,多くは,男の子どもの場合でも,風呂たきなどの役割をもたせている｡

表(4-2)に示すように,子どもの手伝いで｢勉強していても家が忙しければ手伝わせる｣と答え
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た農家は, 12戸で全体の24%を数えたが,生計を農業中心とする農家の場合が,第2種兼業農家

に比べるとその比率を高くしている｡

表(4-2)子どもが勉強しているときの手伝い(野田町)

勉強していても家が忙しければ
手伝わせる

勉強している時は手伝わせない

時間を決めて手伝わせる

未　回　答

専　業　E第1種兼I第2種兼
t

4

8

1

1

6

　

0

　

0

5

22

0

0

計

12

36

1

1

専業農家と第1種兼業農家(生計農業中心)の｢勉強していても家が忙しければ手伝わせる｣こ

とは,労働力の不足を理由にあげており,農業経営の規模拡大によって,農繁期に,子どもまでも

動員せざるをえない状況が多くでている｡稲作に,畜産,みかん,イチゴ,たばこ,甘しょ,そら

まめ等々% ｣i Oつの作物を組合せての複合経営をやっている農家である｡子どもには,甘しょの植

付けや掘り出し,田植や稲刈り,みかんやたばこの取り入れなどを手伝わせている｡また,女子中

学生で,農繁期には,せんたく,食事作り等の家事を母親から全てまかせられている農家もある｡

生計農業中心農家では,田植えと稲刈りは,どこでも子どもに手伝わせている｡また,甘しょを

作っているところでは,植付けと掘り出しを手伝わせている｡たばことみかんの取り入れも同様で

ある｡中学,高校になれは農家にとって子どもは,重要な労働力である｡しかしながら,子どもに

農作業をまかせているのではなく,あくまでも手伝い的性格であることはいうまでもない｡農作業

を手伝っているにもかかわらず,全体的に｢今の子どもは農作業の手伝いをしなくなった｣と多く

の農家は,答えている｡この意識は,自分の子ども時代に比較しての今の子どもの状況把握であ

り,決して,現実の労働過程の中から子どもの存在をみているのではない｡

子どもの側からみた手伝い状況は,義(4-3)に示すように,野田町の前記の同地区において,中

学生36名のうち, ｢いつも手伝っている｣と答えた生徒は, 10名であり,半数近くが時々手伝っ

ている(20名)0 ｢ほとんど手伝わない｣と答えた生徒は, 5名にすぎない(未回答1名)｡また,義

(4-4)に示すように,同地区の高校生23名については, ｢いつも手伝っている｣ 7名, ｢ときどき

手伝っている｣ 15名,.‖まとんど手伝わない｣ 1名となっている｡高校生になれば,多くの子ども

は手伝いをしていることになる｡

農村地域の高校生の手伝い状況については,われわれが,昭和54年7月に実施した南薩の笠沙

表(4-3)中学の生徒からみた手伝い状況

日ごろ学校から帰っての手伝い

(野田町)

表(4-4)高校の生徒からみた手伝い状況
日ごろ学校から帰っての手伝い

(野田町)

いつも手伝っている

ときどき手伝っている

ほとんど手伝わない
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高校(普通) 151名に対しての調査でも明らかである｡ (1年35名, 2年41名, 3年進学組36名,

3年就職組39名)調査対象者の生徒の家業は農業56%,漁業15%,会社員13%,公務員6%,自

営業6%,無職4%である｡

表(4-5)に示すように, 9割以上の生徒が手伝いをしているが, ｢毎日良くしている｣子どもは,

学年が上がるにつれて少なくなっていく｡これは,部活動や受験勉強などによって影響していると

みられる｡とくに, 3年の進学組では, ｢良くする｣と答えたものは1/3程度になっている｡ 1日の

手伝い時間を平均すると表(4-6)のようになるが,学年が上がるにつれて時間が増大していき, 3

年就職組では, 1時間半程になっている｡とくに女子では,その傾向が強く, 100分以上を越えて

いる｡

これらの手伝い内容は,義(4-7)に示すように,男子は家業,女子は家事となっているが,しか

し,男子でも家事の手伝いをしたり,女子で農業の手伝いをしているものが存在することは注目に

値する｡そこでは,単純な男女の手伝いの役割機能でなく,家庭の状況にあわせて自分の役割を果

しているからである｡

表(4-5)鹿児島県笠沙高校生徒の家庭での手伝い状況(%)

1年

2年

3年(就職阻)

3年(進学組)

計

義(4-6)鹿児島県笠沙高校生徒の
平均手伝い時間

義(4-8)鹿児島笠沙高生徒の農業機械を

使っての手伝い(%)

罪 女

1年

2年
3年(就職組)
3年(進学組)

O
 
O
 
C
S
!
　
C
M

I
O
 
L
O
　
^
)
　
T
f

表(4-7)鹿児島県笠沙高生徒の男女別家事と
家業の手伝状況(%)

罪

家

女

莱

表(4-8)に示すように,農業機械を使っての

手伝いは,操作技術の問題もあり,手伝いの内

容も高度性を轟びてくるが,その状況は,男子

の場合,半数近くの生徒が,農業機械を使って

の手伝いをしている｡女子においてもわずかで

あるが,農業機械を使っての手伝いがみられ

る｡表(4-9)に示すように, ｢非常に頼られている｣と答えている生徒が, 1年生で最も高く,男

子で6796,女子で75%と高率になっている｡しかし,この比率は,高校生自身の意識であり,釈
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表(4-9)鹿児島県笠沙高生徒の手伝い意識(%)

男 女

からみて必ずしもそうでない｡進学組と就職組との手伝い状況が極端に開いていないことは,農業

経営と生活の実態に規定されている側面が強いからである｡つまり,進学であるからということ

で,学校外のすべての時間を自由にできる余裕はないのである｡

(2)農家の子どもの進路問題

前掲の北海道･東北ブロックー農業会議での｢農家子弟の中学生の農業に関するアンケート｣によ

れば,将来の職業希望について｢農業｣と答えたものは,わずか19(　にすぎない｡地域別にも,

農業希望の比率は,北海道が最も高く, 17.196であり,最も少ないのは,岩手県8.!　となって

いる｡しかし,中学生の生徒達は,農村の生活について,決して失望しているのではない｡ ｢農村

はよいところ｣ 24.396 ｢住みよいところ｣ 37.'　と6割以上の生徒達が農村生活に期待をもって

おり, ｢若者には向かない｣ 6.3%, ｢生活しにくい｣ 2.3%と農村生活に全く否定的回答をよせるも

のは, 1割足らずできわめて少数である｡そして,農業という職業観に｢食糧生産の大切な職業｣

50.596, ｢創意工夫が生かせる｣ 25.4%と農業の役割を積極的にみている｡つまり,農家子弟の中

学生にとって,将来の職業希望は,農業志向はきわめて少ないが,農村,農業について否定的にみ

ていないことは重要なことである｡

それでは,農家子弟にとって,農村,農業に対する劣等意識が全くないかというと,必ずしもそ

うではない｡鹿児島県北薩の野田小4-5年137名のアンケート調査(昭和55年3月実施)によれ

ば,義(4-10)に示すように,お父さんの仕事に対して, ｢自慢したことがある｣と答えているの

ほ, 1/3程度であり,お母さんにいたっては, 1/6ときわめて低くなっている｡また, ｢おとうさん

の仕事について恥かしい｣と思ったことのある児童は, 2割も占めている｡

野田町の農家子弟の中学生,高校生の進路希望調査については,前掲の手伝い調査と同じ対象生

表(4-10)鹿児島県野田小の児童の父母への仕事観(%)

小学校4-5年全生徒137名に対するアソゲート　昭和55年3月実施
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徒に対して行なったが,高校生では,農業を継ぐと答えたのは, 23名のうち2名にすぎなかった｡

そして,農業を継がないと答えた高校生は, 14名になっているが,その理由は, ｢他の子弟が継ぐ｣

5名, ｢農業は重労働の割には,収入が少ない｣ 2名, ｢社会的に正当な評価を受けていない｣ 1名,

｢親の苦労している姿を見て｣ 6名をあげている｡進路の問題についての相談相手は,母5名,両

親5名,友人11名,兄弟1名,だれとも話し合っていない1名ということで,進路においてほ,

友だちの影響が強くなっている｡つまり,小農生産に規定された農家という特殊生である｢家業を

継ぐ｣という選択の中で父母との相談の重みが低くなっている｡この23名の農家子弟の高校生の

進学希望は, 4名にすぎない｡

南薩の笠沙高校(普)の進路希望は,家業を継ぐ意志のあるものは, 1年生の35名のうち1名,

表(4-ll)鹿児島県笠沙高生徒の県外
就職希望者人数

2年生なし, 3年(就職組)なし, 3年(進学組)

なし,ということで,ほとんどの子どもが家業

を継ぐ意志をもっていない.義(4-ll)に示す

ように,多くは,大都市の県外就職を希望して

いる｡県外就職の理由は,職種が豊富,都会生

活へのあこがれ等々が多い｡

( )内は就職希望者全体　　笠沙高校の実際の生徒達の就職状況は,伝統

的に県外就職が大多数を占めている｡県内就職でも,鹿児島市内であり,通学区には,わずかの生

徒にすぎない｡

ところで,子どもの進路について農家の親は,どのように考えているのであろうか｡前掲と同地

域の野田での調査結果は,公務員希望が最も高く半数近くを占めており,職業安定志向である｡次

には技術職で1/3の回答である｡農業を希望している親は,専業農家の5人のみである｡このよう

な親の進路希望の中で,高校進学校の希望は,多様性をもっている｡普通高校が11名,農業高校以

外の職業高校12名,農業高校3名,専門学校4名となっている｡つまり,親の希望は,普通高校

進学希望については1/3以下になっている｡一般にいわれる普通高校志向の比重がきわめて低い｡

それでは,子どもの学歴をどの程度望むかという質問では,大学までを求める親が, (小中の子

どもをもつ場合)きわめて高く出ている(41名に対して, 16名が希望)｡高校生をもつ親の回答

紘,逆に, 17名に対して3名しか大学を希望していない｡これは,子どもの方の希望とはば一致し

ている｡

進路選択の決定において,親のかかわりは,どうであろうかということでは, 6割が, ｢子ども

の希望を全面的にうけ入れたい｣と回答している｡ ｢親の希望通りにさせたい｣という回答は, 50

名車わずか1名にすぎなかった｡ここでは,進路選択を子どもの希望中心においていることが明ら

かである｡

野田町の農家戸数は,昭和35年から昭和55年までの20年間を農業センサスの統計からみるな

らば, 23%程の減少になっている｡ (野田町全体の農家率,昭和55年現在, 52.296).とくに,専
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業農家の比率は,49.:から28.796へと著しい減少である｡そして,第2種兼業農家の比率が

20.6%から46.696と増大している｡

すでに,昭和50年現在で,30歳未満の農業就業者は,全体の6.996となり,農業後継者の問題

も大きくなっている｡

昭和55年野田町農協の組合員意向調査(組合員94.4%回答)によれば,｢決まっている｣と答

えた農家は,28.3%にすぎない｡専業農家でもQl{ol,.と1/3に満たない｡さらに,後継者が決ま

っている農家でも,実際に農業に従事しているのほ,半数であり,専業農家でも56.996足らずで

ある｡つまり,後継者が決まっている農家といっても不安定な要素が多い｡60歳以上の組合員274

名のうち155名が後継者のない農家であり,これらの農家は,遠からず非農家になっていく｡鹿児

島県の中でも生計農業中心農家が多く,農業生産力も高く,そして老齢化指数も低いといわれる野

田町で,このような状況である｡

学校を終えてから殆どの子どもが農業離れをしている現実の中で,農業後継者問題は深刻になっ

ていくであろう｡

昭和53年9月に,NHKが行なった｢日本人の職業観｣の調査によれば,農林漁業者が,理想的

な仕事として第1位に自分の職業をあげている(男女48%,男性のみ｡これに対して,サー

ビス販売業,技能熟練職,事務技術職は公務員を理想とするものが最も高い｡また,自分の職業ま

たは,それに近い職業を理想とする層も,自営業者(22%),経営管理者と農業ほどではな

い｡理想的な職業については,男女差に大きな違いがあるのも特徴である｡とくに,農林漁業で

は,男性は,自分の仕事を理想とするのが多く,女性の場合は,公務員と家業の仕事が同程度であ

る｡同じ自営的性格をもつ商店主の場合は,むしろ,女性の方が家業に対して理想とする比率が高

く現われている｣注13)

農業従事者は,最も自分の仕事を理想としているにもかかわらず,自分の子どもの進路に際して

の職業の価値形成には,消極的である｡

相対的に農家子弟の子どもは,親の仕事の手伝いをしながら育っていくが,それが職業の価値形

成からみるならば無関係になっている｡しかし,都市の生活を経験して再び見直すことも否定でき

ない｡

へき地における子どもは,その傾向が著しいようにみえる｡次に示す事例は,鹿児島県肝属郡内

之浦町大浦部落の子ども達の手伝いの状況と進路の関係である(昭和56年3月面接調査)｡この大

浦部落は,役場まで車で1時間半(47km)かかる半農半林の50戸程の山間の部落である｡電気も

昭和41年からの送電で,道路も昭和43年に林道の開通で,それ以前は,全く陸の孤島であり,防

りの部落まで6時間も歩いていたのである｡ここ20年間,中学を卒業してすぐに地元に残った青

年は,ほとんどいないが,しかし戸数の減少はない｡それはUターンによって維持されている｡児

塞,生徒も昭和55年5月現在,小学生15,中学生14名いる｡

中学生の場合,ほとんどの家で農作業の手伝いをさせている｡この地は,キヌサヤが基幹作物に
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なっているが,取り入れ時期には,子ども達が毎日基幹労働力になっている｡小学生も,多くは手

伝いをしている｡

世帯主38歳,小学4年の長男をもつ家庭では, ｢日曜になれば,キヌサヤのところにつれていっ

て,竹なんかを立てる手伝いをしたり, -ウスをやる時はほとんどなわを引いて計ったりしてい

る｡農作業の子どもの教育の意義については, 『からだで覚えたやつは忘れんし,それとまた,釈

子会なんかで取り上げている親子一緒に汗を流すというようなこと,また,何んでもできあがった

ときの喜びを得るために,そして, 1日がかりで農作業にいくときほ,弁当を侍っていって食べる

のが楽しみということで,』農業を継がせることについては, 『農業してもらいたいというのは,な

いけど,農業が好きであればよし,農業が体がきつごあれば,一生懸命勉強して,将来楽をするよ

うな仕事を見つけな』とも言う｣

世帯主46歳,中学2年の長男をもつ父親は,子どもの将来について｢長男はよく手伝いをして

くれるが,農業はしないであろう｡学校卒業して,こちらに帰ってくる来ないほ,本人の実力次

第｡これで,自分でやっていけるという自信があればそれでいいと考えている｡今よそで働いて食

べていくというのは,よっぽど自信がなければ｡｣

48歳で,高校3年の長女を頭に中学2年長男,小学1年の次男をかかえる父親の場合, ｢親とし

てほ,別に,ここに残ってもらうことを期待していない｡中2の子どもは,訓練学校に行かせる

か,他に預けるか迷っているが,子どもの思い通り進んでほしい｡手に職をもっていた方が有利で

はないかと思っている｣と答えている｡

40歳で,中学1年の長男を頭に4人の子どもをかかえる父親は｢大学までほ,頭があったら,千

どもがどうしてもいきたいということであれば許してやるが,せめて高校まではと思っている｡長

男は,高校はできたら農業高校の畜産の方でも｡しかし,実際若い人達が農業をするのほかわいそ

うだ｡そう収入もないし,都会の半分でも収入があれば,おそらく居ると思う｡自分の子どもも出

ていくのも仕方ない｡今は収入と支払が合わない｡自分たちの食べるものは,自分たちで作ってい

るからなんとか暮らしていける｡｣

学校での進路指導において, (小中併設校)自宅から通える高校がないので,進路決定の際,経

済の問題を考えなけれほならないと,学校側は述べる｡下宿,寮生活をしなければならないので,

7万円程かかる｡学校をあきらめて就職さぜるをえない子どももいる｡中学3年にでもなれば,家

の経済情況も分かってこようし,兄弟がいれば,親の苦労を知っているので進学をあきらめる｡こ

の部落の親は,中学卒業して農業,林業の家業についた子どもは,殆どいない｡皆県外に出てい

る｡

この部落に住んでいる人達は,都会の生活経験をもってUクーソし,考え方に都市的な面も備え

ている｡進路決定に際しては,親の強制はあまりないようで,むしろ,子どもの思うようにさせて

いる｡

ところで,農家子弟の新規学卒者の全国的状況は,農林省の｢農家就業動向調査｣からみること
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ができる｡

昭和56年3月の卒業の農家子弟の中学卒就業は,わずか2.1%にすぎず,進学率は96.896とい

うことで,準高校全入状況が作り出されている｡

表(4-12)にみるように,昭和56年度は,高校卒においても,進学が40%で就業が56.496と

いうことで,都市と同水準の高学歴化の状況がみられる｡すでに,高卒の進学率40%は,昭和50

年の段階で達している｡中学卒の進学が90%を越したのも昭和49年であり,昭和40年以降から

昭和50年頃までの著しい高学歴化の進行を農家子弟においてもみることができる｡これとは逆に,

学卒者の農業就業率は,昭和45年以降から昭和50年までが,とくに著しく減少している｡この期

間は,積極的労働力政策の中で,農家労働力の労働力市場の総動員がおこなわれたときでもあっ

た｡いわゆる,全階層的なやとわれ兼業化が進行していったときである｡

表(4-12)年次別農家子弟の卒業後の状況　　　　　　　(%)

紘

農家就業動向調査の農家子弟の新規学卒者動向より

昭和56年3月の卒業においてほ,農家子弟の中で,農業就業したものは,約50人に1人にすぎ

ない｡まさに,農村地帯の同世代で学校卒業して農業就業するものは,量的な側面からみるならば

特殊的な存在になっている｡この農業就業率も,男子だけに限定すると, 4.396と2倍近くにな

り,あとつぎ層になると更に, 5.796と増大していく｡そして,経営規模2ha以上層になると8.1

と男子の総計よりも2倍近く比率が高くなっていく｡

農業経営規模上昇によって就農率が著しく増大している｡農業就農率が減少していく中で,他産

莱-従事していくものが離村するか,農家からの通勤かということで,就職時のときの転出の比率
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をみれば,昭和49年から転出者の比率が5割を切り,それ以降,減少を示し,昭和56年には,

34.596と1/3近くになっている｡

つまり,多くが,農家からの通勤就職に変わっているのである｡このような状況の中で,昭和56

年のときの学校卒業して自家農業に従事したものは,全国で, 5,700人足らずであるが,他産業に

従事しながら農業に従事したものは,約5倍近くの25,400人程になっている｡それは,学卒者の

就業者総数の10.896の割合である｡ 2ha以上を越える農家では, 16.296となり,自家農業専従者

と合わせると実に25%を示し, 1/4の子弟が卒業後農業に従事するようになっている形となる｡

ところで,農家子弟の農業離れや農業ざらいを職業選択の自由の行使の社会的均衡として積極的

に評価する論者も少くない｡

木下春雄氏は梶井功氏の家解体としての農業離れ,労働力主体形成の論述の中での事例を紹介し

ながら,農業離れの青年の職業選択の自由としての人間的･価値的側面を強調している｡

｢A君の家族の悲劇(親が倒れ,子がそれを`'見捨てる"というふうにだけ見てはならないが,

その家族にとっての不幸な事柄であることは間違いない)は,なによりも農業を営む家族であるこ

とで起った｡ --かれの行動はすぐれて現代的･社会的な意味をふくむものであり,教育の問題と

してほ, "青年の職業選択をめぐる自立'`と自由の問題を職業観の内容や質(職業倫理の問題をは

じめとして)にまで掘下げてとらえるべきことを提示している｡ --農業高校自信もみずからの農

業教育において,なお多くの場合,かつての農本主義的感覚を残しつつ,その時代おくれの故に,

こうした客観主義的･ ｢合理化｣的農業観とたたかいを切りむすんでいない｡｣注14)

高齢者,病弱者をかかえる農家青年にとっての職業選択をめぐる自立と自由とは何か｡農業後継

者問題ということが,すぐれて小農の没落を意味している｡現代の国独資の中での農民の賃労働者

の過程が不安定労働力市場の基盤になっており,その中で挙家離農などは,受救貧民層へ流れ込ん

でいく部隊に少なからずなっていく｡病弱の親の扶養を放棄することの契機が果して職業選択の自

立化過程であろうか｡これは,家の解体という側面の問題だけからでなく,社会福祉の貧困と子ど

もの親の扶養放棄という都市の労働者家族も含めて,きわめて現代の高齢者問題と結びついた家族

間題である｡

国独資のもとにおける職業選択においてほ,より生活問題が規定されている｡個人の尊厳,個性

の発展と結びついた職業選択の自立過程は,能力の多面的発展の保障と生活問題からの解放が必要

である｡それは,貧困化克服の人間的闘いの中で実現していくのである｡この過程からほずれて親

を見棄てていくことは,貧困化にともなう人間の退廃現象ではなかろうか｡したがって,そのよう

なことは,彼ら個々人にとっても決して解放されない｡親を見殺しにしてどうして救われようか｡

これは,きわめて人間的価値の問題である｡

(3)農村の高齢者問題と青年の進路

農村の高齢者問題は,農家子弟の農業離れから,さらに,青年の離村問題と結びついて現われ

る1980年9月総理府の発表した｢統計からみたわが国老年人口の現況｣によると,総人口に占め
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る65歳以上は, 9.1%となっているが,農村県は,その比率を高くしている｡最高は,島根県の

13.596であり,鹿児島県は12.9%となっている　1980年の農業センサスによれは,農家人口の

全体の中で, 65歳以上の占める率は15.i　である｡実に農家人口の1/6が65歳以上ということ

である｡地域的にも,中国(18.496),四国(17.2%),南九州(16.A%)と北海道14.796 ,東北

(13.996)と異なっている｡

男子農業専従者(農業従事年間150日以上)のいる農家は,全農家の29.796と3割近くである

が,この中で高齢者農業専従者が7.i　も含まれている｡世帯主が60歳以上の農家は,義(4-13)

に示すように昭和54年の｢農業調査｣によれば, 150万(全農家の31.596)近く存在するが,あと

つぎがいないとしているのほ31.7%で他の7割近くは｢あとつぎがいる｣と,なっている｡しかし,

農業を主とするあとつぎほ, 12.1であり,多くのあとつぎほ,後継することに不安定要素をもっ

ている｡それも経営規模によって異なり, 0.5ha未満は,農業主のあとつぎ1.496, 5ha以上

83.396と大きく異なっている｡あとつぎの存在も, 2ha以上層になると9割以上が肯定している｡

表(4-13)世帯主が60歳以上のあとつぎ問題

昭和54年度農林水産省｢農業調査｣

ところで,鹿児島県笠沙町赤生木地区の農家, 64戸(60歳以上の高齢者32戸)に対して行なっ

た高齢者問題のアンケート調査結果は,次に示すとおりである｡ 32戸の高齢者は, 74.2%が子ど

もと｢同居すべきだ｣と答えている｡別居すべきは,わずか16.196にすぎない｡彼等の生活源の

多くは,年金のみであり,自給野菜とポンカンとお茶で20-万-30万程の農業収入をあげているに

すぎない｡水田は,高齢者ということから,貸付しているところが多い,一ケ月の生活費は二人世

帯で4万-5万程度である｡ (昭和54年7月調)年金額は,月あと2万-3万あげてはしいという

要求が多かった｡高齢のため,農業以外の仕事は少ないが,年に5-6万程の人夫･日雇いに出て

いる世帯も少くない｡子どもとの同居もむずかしい状況の中で,健康であるかぎり,細々と農業を

しながら年金で生活していくとしている｡高齢者にとって,子ども,孫との便りや正月･盆に顔を

あわせるのを大きな楽しみにしているが,その回数もきわめて少く,テレビ,ゲートボール,大正



192 農民の賃労働者化と農民教育の課題(その4)

琴などを高齢者同志でするのが楽しみになっているのである｡

年金の増額はすべての高齢者の農家があげており,社会的に経済基盤を求める声は決して少なく

ない｡さらに,総合医療機関の設立の要求も多くの農家があげている｡また,小中学校の子どもに

対してほ, ｢親を尊敬してほしい｣ ｢礼儀作法の正しい子どもであってほしい｣ ｢体力作りを兼ねて

の家の手伝いをして欲しい｣等をのべ,家庭教育の重要性をあげている｡ 30歳～59歳の48戸の世

帯主に対して質問した｢老後の生活責任は本来誰が負うべきか｣という答えは,子ども62.5%,自

分たち16.7%,社会保障2%等となっている｡働きざかりの3分の2は,老後の生活の責任を子ど

もに期待している｡

70歳以上の高齢者世帯は,子どもと孫との交流も殆どないのが特徴であり,面接調査において

ち,子どもに対する期待を現実的にもてないと多くの世帯がのべている｡経済的理由によって,高

齢者になった親と子どもの心の交流の断絶がみられる｡ここに,現代の農村家族の崩壊が,人間性

の崩壊となって現われている｡つまり,経済的貧困というより以上に,文化そのものの精神的貧困

への深刻性があるのである｡ (本稿第二章第四節笠沙町の事例参照)

昭和53年10月,東北･北海道地区農業会議の｢農業後継者のいない農家に関する調査結果｣に

よると経営主50歳以上の集計農家4,140人のうち,同居者の息子のいない農家は, 8396である｡

同居の息子がいない場合の経営主の年齢で, 65歳以上は17.!　を占めている｡

表(4-14)に示すように,これからの将来の意向では, 65歳以上になると,農業を続けていくと

するのほ, 3割程であり,後継者が農業を継ぐことを望んでいるのほ, 2割とその要求の強さをも

っているが,しかし,考えなければならない重大なことは, ｢どうするかわからない｣と答えてい

るのが, 21.596と2割強存在する｡そして, ｢農業をやめて息子か娘のところへ行く｣としている

のほ,わずか7.396にずぎない｡

表(4-14)農業後継者のいない農家のこれからの将来の意向

計

｢農業後継者のいない農家に関する調査結果｣
昭和54年3月,北海道･東北地区農業会議

北海道農業会議では,前記の調査結果を独自に発表しているが,農家の高齢者問題の状況を次の

ようにまとめている｡

｢1塀型農家(息子の同居のない農家)では,経常主年齢が50-54歳の農家のはあいは2.9人,
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55-59歳では2.4人であるが, 60歳～64歳になると2.1人, 65歳以上2.0人に減っており,明瞭

な年齢差とともに,経営主が60歳以上の農家では老人夫婦2人だけといった家族構成が一般化し

ているということが読みとれる｡なお,経営主

が65歳以上の農家では,配偶者のいないもの

が18.496,およそ2割近くもいることも付記し

ておきたい｡｣注15)

全国的に農業就業者の高齢化は,著しく進行

している｡表(4-15)に示すように,農業セン

サスの結果によれば, 1980年には, 60歳以上

の基幹的農業従事者が,全体の27.896を示し

ており, 50歳代が29.796となっている｡農業

の基幹的農業従事者の6割近くが50歳以上で

義(4-15)年齢別にみた基幹的農業従事者

構成の推移　　　　　　　　(%)

昭和35年1昭和45年l　昭和55年

16- 19歳
20　-　29

30　-39

40　-49

50　-　59

60　-

計

4.9

22.1

23.9

19.0

16.4

13.7

1.3　　　　　0.3

9.8

21.4

26.8

20.4

20.3

6.2

12.2

23.8

29.7

27.8

100.0　　　　100.0

農林水産省｢農業セソサス｣

あり, 30歳未満は,わずか6.596と年齢別からみた逆ビラミット現象が極端に現われている1960

年には, 30歳未満の基幹的農業従事者は,全体の27%であり, 60歳以上は, 13.796にすぎず,午

齢別構成のビラミット型を形成していたが, 20年間に,農家の青少年の農業離れによって,大きく

変わったのである｡

第三範　地域農業と後継者

(1)農業後継者の動向

新規学卒の農業就農は,昭和56年3月卒業の農家就業動向調査によれは,全国で5,800人,顔

業就業率2..　と著しく減少しているが,他産業からの離職による農業就農者を考慮しなければ,

実際の農業後継者の補充の実態をつかむことができなくなっている｡

表(4-16)に示すように, 34以下で他産業からの離職就農者は,前記の調査結果によれは,昭和

表(4-16)農業が主である農家世帯員の就職と離職濃

く単位　千人)

計

罪

女 計 女

農家就業動向調査
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55年度15,800人と大きく上回っている｡昭和53年度には, 23,000人と昭和54年3月の新規学卒

6,800人の3倍以上になっている｡このように,他産業離職就農が農業後継者の大きな位置を占め

ているのが現状である｡一方,農業が主の青年が農業を離れて就職するのも決して少なくない｡ 34

歳以下をみれば,昭和53年28,900人,昭和55年19,100人となっており,他産業からの離職就農

者よりも上回っている｡

表(4-17)に示すように,新規学卒者の就農者も1年経過すれば, 2割の農業青年が農業をやめ

秦(4-17)新規学卒農業就業者(昭和54年卒)
の1年後の状況の構成比　　　(%)

卒業時のl l年後の状況

農就業者

総　　数

引音高音膏豪
農業に就業し
ている著

自家農業以
外が主にな
った者

都府県計

0.5ha未満

0.5-1.0

1.0-1.5

1.5-2.0

2.0-2.5

2.5-3.0

3.0-5.0

5.0

100. 0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

78.4　　　　　21.6

80.9

81.6

80.2

82.0

100.0　　　　87.7

19.1

18.4

19.8

18.0

1.2. 3

昭和55年農業就業動向調査

ている(農家就業動向調査昭和55年7月調査)0

いうまでもなく,経営規模の少ない0.5ha未満

層は,農業定着率が最も低く, 1年後に3分の

1近くの青年が農業を離れている｡また, 5ha

以上層の経営規模の大きい農家でも12.　と

1割以上の青年が農業を離れている｡

卒業時に｢農業に生きがいを感じ,一生の仕

事として続ける｣と答えたうち, 1年後に

12.796の青年が自家農業以外を主にしている｡

また, ｢家業として農業を続ける｣としたもの

のうち18.796が1年後に自家農業以外を主に

している(以上,昭和55年農家就業動向調査-

新規学卒農業就業者調査結果より-)｡卒業時には,生きがいをもって農業に就農した青年が, 1年

足らずして希望を失なって,農業離れをしているのである｡

表(4-18)に示すように,昭和54年の農林水産省｢専業的な農家の経営の継承,移譲等に関す

る調査｣によれば,学校を卒業し1ヶ年以上引き続いて農業以外の仕事に従事したものが,就農す

るまでに他産業従事した年数は, 2-5年が45.696, 5-10年が32.496で2年未満と10年以上は極

秦(4-18)学校を卒業L lか年以上引き続いて農業外の仕事に従事してから
就農した就農後継者の他産業経験年数別動向

人 人

計

人

農林水産省｢専業的な農家の経営の継承,移譲等に関する調査｣昭和54年

注:就農後継者とは,その家の次の次代の農業経営主として現在の農業経営主が決めてい
る満16歳以上のうち,現在の農業経営主として現在の農業経営主が決めている以外の

職業の両方に従事しているが,主として自家農業に従事している農業後継者をいう｡
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めて少なくなっている｡つまり,短期の他産業従事後の就農と,長期に他産業従事したものの就農

は,少ないのである｡また,在宅とUターンとの就農比率は,短期の場合は,在宅の方が数が多く

なっているが,それ以外の期間については大きな差がない｡長期になれば,わずかばかりである

が, Uターンの就農の数が多くなっている｡

表(4-19)にみるように,離職就農者の就農動機は,家の都合が最も高い｡その家の都合も｢最

初から何年か後には農業をやるつもりだった｣とするものが, 38.0%と全体の4割近くを占めてい

る｡また,自分の都合で就農したものも28.996と3割近くになっている｡ ｢仕事が自分に向いてい

なかった｣ ｢労働条件が悪かった｣等の勤務先の都合での就農は, 8.396と1割も満たない｡離職就

農者の農業経営に対する今後の意向は｢規模を拡大したい｣ 63.996とする層が最も多い｡さらに,

｢今とは異なる部門を新たに始めたい｣ 13.996を占め,全般的に農業経営意欲の高さがうかがわれ

る｡

表(4-19)離職就農者の就農動機
(単位:人, %)

家の都合

最初か
ら何年
か後に
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679

親の病
気,釈
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56

自分の都合
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魅力を!健康上
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った

比率　38.0　　24.8 I 3.1　18.1　　2.4　　.　　3.5
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農林水産省｢離職就農者の就農動向アンケート調査｣ 55年

注:離職就農時の年齢が34歳以下の男子についての結果

農林水産省は,昭和55年7月に,農業大学校,経営伝習等の農業教育機関を卒業して5-6年経

過した者に｢農業経営に関するアンケート｣を実施している｡回答数は, 1,482名(回答率34.A%)

であったが,主として,農業に従事している者が62%になっていた｡

表(4-20)に示すように,農業経営に対する責任程度は,どの経営規模層も｢経営の中心となっ

てやっている｣が最も高い比率になっている｡とくに, 5ha以上層では　53.896と高くなってい

る｡また｢親と別部門の経営に専念している｣と答えたものが, lhaを越えた層になると2割強を

占めるようになっている. ｢親の指示にしたがってやぅている｣と答えたものは,全体で4分の1

程度であるが, 5ha以上になると17.496と減少していく｡

表(4-21)に示すように,青年農業者にとって最も関心のあることは, ｢農産物の価格の安定｣

である｡ここには,農業に対する不安の問題に農産物価格が大きな位置を占めているからである｡

また,農業資材価格の安定に対する関心事も大きい｡つまり,これらのことは,流通をめぐっての

農民の経営と生活の矛盾の大きさの反映でもある｡

ところで,農村の青少年集団は,全国農村青少年教育振興会｢昭和53年度農村青少年およびそ
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義(4-20)青年農業従事者の農業経営に対する責任程度　　(%)

人数(人)

割合(%)

現在の就業状態が, ｢主として農業に従事｣している者についてのもの

農林水産省｢青年農業者の農業経営に関するアソケ-ト結果｣昭和56年3月

表(4-21)青年農業者の農業経営や農村生活についての関心事項

農業生産
基盤の
整　　備

農業金融
制度の
改　　善

新し　い
技術の
導　　入

生活環境

の整備

古い習慣

の改善
計

注: 1)上記項目の中から, 1人が1-3項目選んだ結果である｡
2)計欄の人数は突人数である｡

3)項目別の割合は,項目別の人数を実人数で除したものである｡

農林水産省｢青年農業者の農業経営に関するアソケ-ト結果｣昭和56年3月

の集団の実態調査｣によれば, ｢同一目的者による構成で専門的な生産的な学習活動｣が45%で

｢地域ぐるみで多目的活動実施｣ 34.2%より上回っているが,後者の比率も決して少なくないこと

も重要なことである｡つまり,農村の都市化による機能集団化の一般化ということには進んでいな

いのである｡

農村青年集団の活動内容は,義(4-22)に示したように, ｢生産に関する話し合い学習会,研修

会研究的実践活動｣が33.496と最も高く,農村青年の生産学習の活動の活発さを示している｡農

業機械化一貫体系化を地域生産組織を作って進めているところでは,地域農業の担い手として,育

年が大きな役割を果している｡とくに,オペレーターとしての青年は,なくてほならない存在にな

っているからである｡生産学習の要求と反対に,生活に関する学習や地域活動がきわめて低い結果

は,農業改良普及所の指導問題と絡んで大きな問題点である｡前記に示したように,農村青少年の

表(4-22)農村青少年集団の活動内容

計

(礼)全国農村青少年教育振興会｢昭和53年度農村青少年およびその集団の実態調査｣
注:重複回答したものの比率である(1集団当たり2.4)
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大きな関心は,新しい技術導入以上に,農業をめぐる社会的問題にあったことを忘れてはならな

い｡

機械化一貫体系によって,地域農業に青年の果す役割が大きくなっている反面,農業青年の生活

に関する問題点も重要である｡その意識状況として,ある調査から事例を示すことにしよう｡

北海道日高管内の普及所が昭和55年1月実施した｢農業後継者の営農意向等に関する調査｣ 289

名回答(男87.2%)によると,加入団体の種鞍は,青年会50.296, 4H41.696,農協青年部

o/,ォ　　経営技術等に関するグループ18.1　趣味のグループ12.;　等々となっており,団体

活動の期待は,仲間づくりの場として期待している(56.4%の回答をしている)｡これらの青年が

生活している中で問題点を感じていることは,仕事にしはられ,自由がない(16.696),家族で余

暇を楽しめない(18.1%),同年代の人との話し合いの場が少ないこと(14.596),花嫁(婿)がみ

つからない(12.1%)をあげている｡農業青年は,農業労働の制約性,仲間のいない問題等を切実

に求めている｡また,自由に使えるお金がなく,農外就労において小遣いを得ている(定額の月給

25.596,アルバイトの経験有82.496),農外のアルバイトによって｢農業に対する考え方｣が大き

く変わっていることは重要なことである｡調査結果では, ｢農業の良さが理解できた｣ (18.196),

｢農業の良いところ,悪いところが理解できた｣ (49.696)｣と答えている｡

ここに示されている意識状況は,全国の専業農業青年の共通の問題点でもある｡問題点を前操と

したうえで,地域農業づくりの中で,青年が積極的役割を果している具体的事例を次に展開するこ

とにしよう｡

(2)稲作北限地一北海道名寄曙部落の事例一

稲作の北限地名寄では,稲作の生産調整の実施当初の1970年から73年まで,目標割当の3-4

倍と積極的,大幅に,農民は減反に応じている｡ノこの中で,名寄の稲作を継続しようと,うるち米

生産からモチ米生産の本格的展開が地域全体で行なわれるようになったのである｡

1970年4月,名寄モチ生産組合は, 178人の参加で始まっている｡この組合員資格には,章チ米

を全面積栽培する農家で,同一品種の銘柄で,均質のモチ米生産団地の形成を条件としている｡結

成後10年にして名寄地区の稲作農家の93%が,モチ生産組合に加入している｡モチ生産組合で

は,品質管理に大変な努力を行っている｡モチ米がうるち米に変化することの防止や混入の場合

紘,共同作業で株ごとのぬきとりをやっている｡良質米生産のための技術研修も大きな課題である｡

1978年度から水田利用再編対策が始まり,長期的な減反を強いられるようになったが,旧名寄地

区では53.8%,北へ隣の名寄･知恵文では97.496の転作率である｡旧名寄地区は,モチ米生産組

合によらて,稲作の生産を維持している状況である｡この転作率も部落によって不均等があり,モ

チ米生産組合の中心的な部落である曙では　QQ {　と低率になっている(転作率は, 1981年度)｡

曙部落は. 1980年の農業センサスによれば,専業農家率41.996;第1種兼業48.4%と,農業で

生計を中心とするものが多く,稲作専業志向が非常に高い地域である｡全経常耕地に占める水田の

比率は, 94.:　となっている1978年の農業改良普及所の実施した｢農業振興計画のための意向
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調査｣によれば, 50戸の回答のうち44戸までが,稲作専業志向としている｡そして,経営規模拡

大は, 47戸の回答のうち, 27戸までが拡大を希望している｡離農を希望するのは, 3戸にすぎな

い｡この離農希望の2戸は,後継者がいないことを,その理由にあげている｡

1978年からの水田利用再編対策後の転作は,長期的に転作物を考えなければならず,曙部落にお

いても,様々な転作物のグループ学習会が数多くもたれている｡えびすかぼちゃグループ,イチゴ

グループ,アスパラグループ,にんにくグループ等農業改良普及所の指導や自主的研修などで学習

を行なっている｡土壌改良などをやり,野菜生産に若い農業後継者が積極的にとりくみはじめてい

る｡また,曙部落内には, 16戸で,共同育苗,共同田植,共同収穫等稲作生産を一貫した機械体系

によって,共同作業を農業後継者中心にやっている｡この営農集団は, 1976年2月に総経費11,744

万で結成している｡資金は,農業構造改善と近代化資金を運用している｡水田79.4haと畑2.9ha

が営農集団の経営する耕地である｡共同の機械･施設は,トラクター50-70馬力3台,田植機7

育,自脱コンバイン6台,米麦乾燥機10台,防除機1台,トラック1台,育苗施設81.02m2,級

乾建物300.4m2,農機具格納庫116.2m2である｡

表(4-23)に示すように,営農集団は,専業農家層と兼業農家層とに大きく分かれる｡とくに,

専業農家層で,組合員の年齢が若いことが注目すべきことである｡これに反して,兼業農家層は,

年齢が高い層や主婦農業層で占められている｡営農集団の任務分担は,青年層で行なわれており,

経理,オペレーター,栽培などの責任者は青年がなっている｡共同作業の料金計算をして,出役し

ない高齢者などほ,料金を支払うかっこうになっている｡

営農集団の組合長は,名寄地区全体のモチ生産組合のリーダーでもある｡組合長としてほ,若い

人の積極性を尊重して運営しているとのことである｡若いオペレーターの確保のためにも,共同作

業の賃金を農外賃金と同じにしている｡営農集団では,農協の小麦乾燥事業を請負っている｡秋ま

きの小麦の収穫や稲の共同防除の時にぶつかり,男の場合は,夜勤で24時間ぶっとおしで働くこ

ともある｡営農集団自身の収益をあげるためにも無理をしても請負っていることである｡

農業後継者が農業専業して,世帯主が農外就労している兼業農家も,この営農集団には存在す

る｡農業高校卒業して, 7年間,農機具販売店で勤務していたが, Uターンして専業農家として生

きようと噸部落の農協青年部の責任者として,活躍する9番農家の父親は,人夫･日雇いをしてい

る｡ 1番の農家の父親は,市議に専念して,ほとんど農業を後継者にまかせている｡ 5番の農家の

場合も世帯主は,日雇をしている｡営農集団に入っているが,共同作業に全く出ていない農家の存

在は重視すべきである｡

12番農家のように,農作業事故により,自分の農地を営農集団に完全に委託している場合もあ

る｡ 14番も同様である｡この農家の世帯主は57歳で,建設日雇いを4月から12月10日頃までし

ている｡基盤整理をきっかけに建設日雇いに出るようになっている｡建設の資格習得にも積極的で

あり,現在は,足場組立作業主任,一般建設機械の玉がけ免許をもっている｡今後とりたい免許と

して,大型特殊の免許を希望している｡営農集団の運営にほとんど関心なく,転作の割当として土
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義(4-23)北海道名寄曙部落第1営農集団の専兼状況と学習要求(1981, 7月調)
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地を貸していることの収益の為,かかわっているにすぎないとのことである｡営農集団があるの

で,安心して土地を貸せるということである｡営農集団についての評価で,人間関係の面でむずか

しくなるのではないかとしている｡この農家の家族のものも営農集団の共同作業に出ず,全般的

に,第三者的立場にたっている｡

150日以上の農業は婦人のみという主婦農業で,第1営農集団にかかわっている農家は4戸ある

が, 15番農家のように,田植,収穫等の共同作業に夫も妻と一緒に参加している場合と,出役の多

くが妻である場合と二通りある｡営農集団は,正組合員16名に対して,家族組合員19名いるが,

男女の内訳は,男5名,女14名で,家族組合員の中心は婦人になっている｡ (正組合員の中にも婦

人が2名いる｡)

15番の農家の場合,世帯主の農業従事は, 60日未満の手伝い程度であるが,共同作業の出役に

は,育苗管理妻のみ5日間,田植2人で8日間,収穫2人で7日間,もみまき2人で7日間となっ

ている｡

ところで,曙部落全体の専兼別経営耕地別農家数は,義(4-24)に示すように,経営規模の格差

は著しい｡しかしながら,兼業化の状況は, lha未満層に第2種兼業が集中しているが,第1種兼

業は,全般的に階層規模にこだわらず存在している｡

表(4-25)を示すように,農家の年齢別就業形態は, 10代～20代では,常雇形態であり,それ

も女性が中心を占めているが, 30代以上になると島外就労は,出稼ぎ･臨時日雇いになっている｡

それも,男性を中心にしている｡曙部落の農業労働力別の農家額塾は,義(4-26)に示すように,
ヽ

表(4-24)曙地区専業別経営耕地別農家数

秦(4-25)曙地区年齢別就業形態別人数
( )内女性

10-20代130､-60代未満

1980年農業セソサス個票より加工

1990年農業セソサス個票より加工

義(4-26)名寄曙部落農業労働力別営農炉型

1981年7月,北大社会教育研究室･名寄短大共同調査
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35歳以下の150日以上農業従事者の農家9戸のうち,世帯主の補助的農業従事は, 7戸であり,明

きらかに,後継者が農業従事の中心になっている｡世帯主夫婦150日以上農業従事で, 35歳以下の

家族員が補助的農業に従事するものは, 3戸にすぎない｡これに対して, 60歳以上の世帯主で後継

者のない農家は7戸存在し,このうち, 5戸は専業農家である｡この専業農家も3ha以下層であ

る｡つまり,専業農家の中には,経営規模が少さい高齢者世帯農家が含まれているのである｡

喝部落の各農家の営農志向は,義(4-27)に示すように,離農志向,経営縮少志向するのほ,経

営規模の少ない方で,規模拡大,集約･複合経営志向は,経営規模の大きい層になっている｡この

関係は,農地の贋借と移動になるとさらにはっきりと現われてくる｡農地貸借関係で営農集団参加

農家が,借り入れ農家として数多く現われているのも特徴である｡つまり営農集団の参加者は,曙

部落の中で,最も土地の借り受けをしている農家層であることがわかる｡いうまでもなく,喪地の

貸し,農地の手離しは, lha以下の経営観横に集中していることも大切なことである｡曙部落の農

家の生産学習の状況とその要求は,個々の農家の生産学習体験と学習･資格希望が,多様化してき

ているのである｡

表(4-27)名寄曙部落の営農志向別農家戸数

計

1981年7月,北大社会教育研究室･名寄短大共同調査

150日以上の農業従事をしている男子青年層のいる農家は,農業機械研修センターで,トラク

ター運転の為の大型特殊の運転免許を習得したり,転作物の技術研究グループの中で意欲的な学習

を展開している｡農業青年は,実行組合の小グループの単位から,営農集団,旧名寄地区全体の中

での作物別専門学習グループなどで農業の知識･技術の向上につとめている｡とくに,転作によっ

ての土づくりも大きな課題になっている｡土づくりでは,実行組合単位で学暫し,土壌改良の共同
～

作業を行なっているグループもある｡

青空教室ということで,実践的な普及所の指導もあるけれども,基本的には,地域でのリーダー

的な役割を果している農家の技術普及を見逃すわけにはいかない｡ 1961年頃からの"稲の友の会"

という勉強会は,試験栽培の積み上げによって, i名寄のモチ米を作り上げていった｡この伝統は,∫

青年層にも大きく受け継がれている｡現在では,えびすかぼちゃの試験研究,イチゴ生産組合の学

習,たまねぎ研究会等々,農家白から晶質向上,多収量の研究をしている｡また,農業学習を技術

研修という面ばかりでなく,社会全体の経済とからめて,学習したり,経営の合理的把握というこ
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とで簿記などの学習の芽が出ていることも重要である｡

これからの学習と資格希望は,転作物ごとの技術研修的側面ばかりでなく,農業機械整備工の習

得,簿記･経営分析,文化講演などの広範囲にわたっている｡それは,従前の作物ごとの狭い専門

的技術的側面の農業学習でなく,総合的な学習への展開を求める層も少なくない｡それは,ガス溶

揺,農機機械整備などの農外就労の可能な資格希望とも加わって,さらに,多面的になっている｡

学習･資格希望は,青年層ばかりでなく,年齢階層全般にわたって強く出ているのも特徴である｡

農外就労のための資格習得の要求の強さほ,中高年齢の経営規模の相対的に少さい層にあらわれて

いる｡建設業労働災害防止協会の主任講習会や日雇い,出稼ぎ先での資格を習得しているが,労働

災害に会った農民も多く,労働安全講習などの要求も切実なものがある｡

曙部落において,今まで労災にあった農民は,われわれの調査農家53戸のうち, 7人存在した｡

その内容は,ヒューム管工場の負傷,木工作業で木の下敷になって胸の骨を折る,機械による手の

切断,日雇い土木の作業中に足の負傷,日雇い木工作業中に指をつぶす,組立建築作業中の足の骨

折,農作業中の事故となっている｡これらの農家は,労災による十分な保障もなく,農作業も出来

なく,営農集団にすべて農業をまかせているところや土地を切り売りして,残っている土地は,請

負に頼んでいる農家もある｡上記の3戸とも60歳を越えている高齢者世帯で,後継者のいない農

家である｡後継者のいない高齢者世帯の農業経営耕地の縮少,農地の手離しが進んでいるのも特徴

的である｡

表(4-28)に示した農地の請負を3ha以上している農家は, 1981年現在, 67歳の一人ぐらしで

あり, 4ha以上の請負農家も60歳の一人ぐらしの世帯に,息子夫婦が自営業の失敗でUタ-ソし

ている農家である｡稲作の減反政策が始まった1970年頃から1974年頃までの5年間は,道外-出

稼ぎに出ている農民も少なくなかった｡曙部落においても,この時期の出稼ぎの経験は,経営規模

の大きい層も含めて,どの農家からも出ていたのである｡後継者の農業青年も多くは,出稼ぎに出

義(4-28)名寄曙部落の農地の貸借と移動

-貸付け,転売, ( )内第-営農集団加入　　1981年7月,北大社会教育研究室･名寄女子短大共同調査
+貸入れ　購入,
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ていたりしていた｡つまり,全階層的な出稼ぎがあったのである｡

稲作北限地名寄の曙部落では,営農集団組織の組合員の青年層にみられるように,青年が地域農

業の中心的役割を果しており,農業青年の存在の有無がその農家の今後の農業経営の発展に大きな

影響をおよばしている｡一方,地域農業に青年が大きな役割を果たしている反面,中高年齢者の農

業からのはじき出されも考えなければならない｡機械化一貫体系化,転作物の強制など新たな状況

に対応しきれない農家層を重視していかねばならない｡農家青年層によって中高齢層の締め出し

は,伝統的な地域の農業技術との断絶にもなり,機械化だけでは,農業経営の其の発展はみられな

いからである｡

(3)鹿児島県肝付郡田代町猪ケ倉部落の事例

田代町は,大隅半島南端の山間地帯であり,棚田,傾斜畑が数多く散在している｡人口は,昭和

55年の国勢調査で. 4,380人を数え, 65歳以上の高齢者は, 15.i　を占めている｡町内の農家人口

率は, 73.8%ということで純農村的地帯であるが,専業農家率は　22.896ときわめて低い状況で

あり,第2種兼業農家が54.'　と半数以上になっている(昭和55年の世界農業センサス)｡この

ようななかで,猪ケ倉部落は,棚田,傾斜畑をかかえながらも,水稲を中心にして,肉用牛を組み

入れた農業を伝統的に継続してきている｡

猪ケ倉部落は隣りの部落の一部農家を入れて,昭和53年度より,地区再編農業構造改善事業(新

農構)を実施し, 59戸(猪鹿倉47戸うち非農家4戸,隠居別家6戸,高齢者世帯のみ3戸)の農

家で土地の基盤整備を契機に,区画整理単位ごとに,三年間の田畑輪換,輪作の作付を生産組織で

実施している(川南農業生産組織)｡作付の体系は,水稲一飼料一野菜-たばこを基本として,品

種の選定,栽培の管理を地域の生産組織で実施している｡ 59戸の専兼別のうち分けは,専業13戸,

第1種30戸,第2種16戸であり,農業中心で生計を維持しようとする農家の比率が高い｡

生産組織は, 6の部会をもって,共同作業,共同育苗を実施している｡畜産部会は,飼料作付,

収穫の機械化体系を確立するために,機械利用部会に委託している｡部会として,日常的な活動

は,優良子牛の生産のための研修会であり,優良たい肥の供給のための農用地交換の便宜もしてい

る｡

園芸部会は,水田転作物の定着化としてのメロン,キヌサヤ,カボチャ,等のグループ研修会を

積極的に行なっている｡また,育苗-ウスの共同施設において,共同育苗作業もこの部会の大切な

仕事になっている｡集団転作物において,園芸の期待が大きく,農業後継者も園芸によって専業志

向をもつものが多い｡

稲作部会は,集落の集団転作の計画性が大きな仕事である｡作付栽培協定により,水田面積の

38%を毎年集団転作しなければならない｡ 3年毎の集団田畑転換計画を部落全戸で作成することが

大切な仕事になっている｡稲作部会では,水稲の銘柄を一致させて品質,作期の統一のため,共同

育苗水稲,共同防除を実施している｡

機械利用部会は,生産組織で,導入した機械･施設の有効利用のための管理･運営を行なってい
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る｡新農横で導入した機械施設は,トラクター3育,コンバイン2台,共同防除1台,バキューム

カー1台,共同育苗施設,共同乾燥施設,格納庫である｡生産組織で購入した機械の費用負担は,

個々に分割しないで,機械利用部会の作業受託の収益で返済していく方式をとっている｡委託の増

大は,機械施設の償還負担分の軽減ということやこなっている｡作業委託料金も町全体のとりきめに

比べて,部落内では, 6割程の低額で実施している｡水稲作の労働過程における耕うん,田植,防

除,収穫等の機械利用部会の委託が進行しているのである｡トラクターの委託利用は,昭和55年

に, 450時間,収入約125万である｡また,他の共有作業機の委託利用は, 781時間,収入約176万

となっている｡

オペレーターは,農業後継者6人によって行なわれているが,賃金が他に比して安く,また,機

表(4-29)鹿児島県田代町猪鹿倉における
水稲作10a当たりの生産性

整

注:田代町経済課資料による

概の掃除,点検,部会の管理などの費用は出し

ていない｡農業後継者の犠牲的な地域役割分担

意識に依存しての機械の受委託による共同利用

である｡

奉(4-29)に示すように,猪鹿倉の水稲ユOa

当たりの労働時間は,新農構実施により, 198

時間から50時間と大幅に短縮している｡また,

10a当たりの収量も品質を維持しながら

から480kgと増収している｡

猪鹿倉では,早期米を導入しており,冷たい

水を水田に入れて,成育期間を約1ケ月間伸ば

して,品質のよい米を作っている｡つまり,皮

収よりも品質で稲作の収入に期待していたので

ある｡､

新農構の導入を決定していくうえで,農業後継者の意志を尊重したのも猪鹿倉の大きな特徴であ

る｡町全体で3候補地あがっている段階で,世帯主層は,決定を後継者にまかせたのである｡農業

機械のオペレーターや集団転作による新たな農業技術の習得には,青年が担わなければならなかっ

たからである｡
I

それでは,猪鹿倉部落の農民の階層区分かちみて,各農家が新農構,転作にどのように対応し,

その中で,生産学習の具体的修得形態,要求がどうなのか｡そして,青年が地域農業の中でどのよ

うな役割を果しているのか,各農家の個別の農業経営,生活の分析を通して明きらかにしていくこ

とにする｡

猪鹿倉部落は,昭和55年現在, 47戸が存在するが,この中で,非農家は4戸あり,隠居して息

子に農業をまかせている別家の戸数は, 6戸である｡つまり,経営戸数は, 37戸である｡.このう

ち, 1人暮らしの高齢者農家1戸(.68歳),高齢者夫婦農家1戸(82歳., 76歳)であり,高齢者世
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帯のみの農家は,相対的に高い比率を占めていない｡

表(4-30)に示すように, 35歳以下の後継者層が廃業従事している農家は, 18戸ある(昭和55

年の農業センサスより)このうち, 150日以上農業に従事する基幹的農業労働力に青年がなってい

る農家は, 9戸ある｡その内訳は,青年と世帯主とも基幹的労働力になっている農家4戸,青年の

みで農業を行なっている農家1戸,青年が基幹労働力で世帯主は農外就労の兼業が中心の農家4戸

である｡

秦(4-30)鹿児島県田代町猪ケ倉部落農業後継者の農業従事状況
(18-35歳までの後継青年)単位10a

農業センサス個票より加工

小学生,中学生のいる農家11戸のうち, 9戸は,農外就労中心の兼業であり,農業を中心とする

農家は.,わずか2戸にすぎない｡ここでは･,明らかに,青年層が農業専業志向が強く,中年層が兼

業志向になっている叩｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　､

35歳以下_O後継青年で, 150日未満の農業従事日数の内訳は,世帯主が60日未満で息子もほと

んど手伝い税度の60日未満2戸,世帯主が60日　-150日の未満の農業従事で,,息子も･,それと同

程度の農業従事1戸,世帯主が150日以上の農業従事で息子が100日　-150日未満の農業従事3戸,
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世帯主150日以上農業従事で息子が60日　-100日未満1戸,世帯主が150日以上の農業従事で息子

が手伝い程度の60日未満2戸となっている｡村に残っている35歳以下の後継者青年で,世帯主が

農業専従している中で,農業を手伝い程度としているのは,きわめてわずかである｡後継青年が

150日以上農業従事している農家層は,相対的に部落の中で経営規模が大きい層であり,稲作,転

作による園芸,肉用牛と複合経営によって専業経営の志向をもっている｡表(4-31)参照｡

表(4-31)鹿児島県田代町猪ケ倉部落農業従事日数･経営規模別戸数

計

計

農業センサス個票より加工

ところで,昭和50年の段階においてほ, 35歳以下の青年(男子)をもつ農家は,猪鹿倉におい

て, 37戸中20戸存在していた｡ 150日以上農業に従事する青年をもつ農家は, 10戸で半数を占め

ていた｡農業後継者は,学卒して即農業従事であるかというと決してそうでなく, Uターンして農

業に専業していく青年も決してめずらしくない｡昭和57年7月現在の農業専業的志向をもつ青年

層のうち6名は, Uターン青年である｡

昭和55年の農業センサスより2年経過した後の,昭和57年7月のわれわれの調査によれば, 35

歳以下で150日以上農業従事する農業青年は, 11戸ある｡ところで, 11戸の営農類型は,肉用牛

と園芸6戸,肉用牛と水稲3戸,ブロイラー1戸である｡役場の調査の｢担い手農家経営調査｣か

ら昭和56年度の農業所得は, 170万から200万未満4戸, 200万-250万未満3戸, 250万-300万

未満3戸, 400万-450万1戸である｡農業所得の差は,営農類型によって必ずしも対応しないが,

肉用牛の頭数の多い農家の所得は相対的に高い｡

それでは,この11戸の農家の具体的事例を通して,青年の地域農業の役割,学習実態,学習要

求を明らかにしていきたい｡ 6人で構成するオペレーターの責任者をしているYH家の後継青年35

歳は,農業高校を卒業して,すぐ就農している｡資格免許は,大型特殊と農業機械整備士2級をも

っている｡今後取りたい資格は,大型の一種を希望している｡この農家は,稲作3反9畝,飼料4

反3畝,メロン1反,ブロッコリー1反,インゲン1反,肉牛繁殖4頭の農業経営をおこなってい

るが,父親が62歳ということから,農業経営をほとんどまかせられ,農作業の意志決定は,後継

者がほとんんどやっている｡部落内にある畜産部会,園芸部会,機械利用部会は,すべて後継者が
i.

参加している｡今後は,メロンの作付面積を増やして,年収500万までにしたいとしている(昭和

56年度約260万)｡メロン等の園芸作物の技術習得は,自分で学んでいったが,農協,役場の営農

指導員に相談して勉強している｡
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作業日誌はつけているが,農業簿記はつけていない｡これから農業をやっていくための学習方法

は,地域の中で,共同学習をして身につけていくことが大切としている｡これを基本にして,農

協,役場等の研修も必要としている｡また,これから,農業をやっていくための学歴は,せめて,

普通高校を出ることが求められていると述べている｡

毎月定期的に読んでいる農業関係の新聞･雑誌として,日本農業新聞を講読している｡そして,

毎月の研修費は,千円ぐらいである｡

畜産部長をするKH家は,父親が60歳で,農業経営は,花井等後継者26歳にまかせている｡父

親としてほ, ｢本人の意志で農業を継いだので,後継者としての自覚が高い｣としている｡そして,

息子の地域の農業後継者の会(緑農会)や青年団活動にも積極的に支持している｡父親は,畜産部

会の責任者であり,先進地視察や牛の検定などをやっている｡繁殖牛9頭は,父親の管理責任にな

っている｡牛は増やすより質をあげた方が収入がよいとして,品質管理に力をいれている｡

息子は,部落の園芸部会,機械利用部会,農地管理部会に出席している｡この農家では,肉用牛

の他に,稲作7反,麦6反をつくっているが,さらに,息子の責任分担として,ユリとグラジオラ

スも作っている｡後継者は,農業高校を卒業して,鳥取に畜産の農業実習を2年間して,即就農し

ている｡

農業簿記は,面倒ということでつけていないが作業日誌はメモ程度にしている｡農業技術の習得

は,今後とも地域で学んでいくとしている｡毎月の定期的新聞･雑誌は,日本農業新聞,園芸関係

の本などを読んでいるとのこと｡

ブロイラーを主体として, 400万程の所得をあげているKM家は,父親64歳で,農業経営は,

後継者33歳にほとんどまかせられている｡免許資格は,大型特殊をもっている｡この後継者の場

令,普通高校を卒業して,即就農するケースではない｡大阪で旋盤工として働き,そして,工場を

転々として, Uターンして就農している.ブロイラーを年間10万羽出して,稲作は4.5反作って

いる｡部落の生産組織の部会には,稲作部会と機械利用部会に後継者が参加しているが,稲作部会

では,まとめ役として部長の役職にある｡また,機械利用部会では,オペレーター料の計算の手伝

等を行なっている｡経営の科学化も必要として,この農家では,簿記,作業日誌は,きちんとつけ

ている｡

後継者の意識として,今後農業経営をやっていくには,大学の農学部の学歴を必要とする｡本人と

しての今後の農業の修得方法は,やはり,専門的な学校で学びたいとしている｡そして,機会ある

ごとに,専門家の話を聞きたいとしている｡研修費としては,年間3万程使っている｡

m家は,父親55歳が林業労働者で,後継者29歳が農業の中心の担い手である｡彼は,農業高

校を卒業して, 7年間,愛知県の水道パイプ工場に働いていて∴Uタ⊥ソしてきている.工場で働

いて役に立ったごとはなく,習慣のちがい,意見の対立などで苦労したと述べている｡ Uターンの

理由は,長男だからということである｡農作物は,稲作4.3反,麦1.5反,じゃがいも(飼料)1

皮.さつまいも3.5反(飼料)であり,肉用牛11頭を中心にして農業所得をあげている｡部落内
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の生産組織は,畜産部会,稲作部会,機会利用部会に後継者が参加している｡また,′機械利用部会

では,オペレ-クーとしての役割を果たしている.簿記は,農作物の変動や総収益を知るためのメ

モ程度である｡これから農業をやっていくには,大学の農学部程度の学歴が必要になってくるとい

う｡現在の自分の農業経営をやっていくうえで,専門的なところが不足しているということであ

る｡今後の農業経営の方向としては,肉用牛を増やして,収益をあげていく予定をたてている｡

IY家は,後継者32歳に,農業経営をまかせている｡父親56歳は,山林労働者である｡後継者

紘,普通高校を卒業して,大阪の製鋼工場に働きに出ている｡都会の近所つき合いが信用できない

ことや,長男だからということで, 7年前にUクーソして,就農している｡農畜作物は,稲作5.4

皮,麦3.0反,飼料畑1町,ブロッコリー0.8反,花井0.3反,繁殖牛12頭をやっている｡部落

内の生産組織の部会には,畜産部会には,後継者が,稲作部会に父親が,園芸部会に母親が参加し

ている｡母親は,園芸を始めるにあたって,自営者研修主婦部門で研修を行なっている｡後継者に

とって農業の研修は,もっと専門的技術を学びたいとしている｡その方法は,地域の中で身につけ

ていく必要があるとしている｡その理由として,地形的な面が重要であるということである｡農業

簿記はつけており,作業日誌も年間きちんとしている｡農業経営の科学化に努力していることがう

かがわれる｡

IT家は,後継者25歳で,大学の理工学部を2年で中退して,新建材会社に勤め,昭和56年､10

月に退社してUターンしてきている｡時間に束縛されて,時間外手当が出ないことが退社の理由で

ある｡父親56歳は,農業に専念している｡父親は,大型1種の免許をもっており,後継者は,大

型特殊と青年農業士の資格をもっている｡父親は,昭和56年,園芸技術を学びに農業大学校に研

修に行っており,母親は,､昭和55年に竹林改修の研修に行っている｡農畜作物は,稲作4.0反,

メロソ1.5反,ゆり0.3反,小菊1.5反,キヌサヤ1反,竹の子7反,肥育牛2頭,繁殖牛4頭を

やっている｡家畜の管理は,後継者にまかせているが,その他は,実績がないから父親に従うとい

うことである｡部落内の生産組織には,園芸部会に親子とも熱心に参加しており,父親は,園芸部

長として部落全体の園芸技術指導も行なっている｡これから農業をやっていくうえでは,学歴は関

係ないとしている｡専門機関や先進地の人のところに行って研修するのが大切という考えからであ

る｡

猪鹿倉のオツナが当家であり,部落全体の祭りなどのり-ダー的存在を伝統的に行なってきてい

る｡部落の生産組織での共同育苗において,リーダー的役割を果しており,品種の選定･育苗の管

理などにほ部落の人からまかせられている｡

今後の農業経営を進めていくうえで,鹿児島へ直接出荷することが必要であることを述べてい

る｡グラジオラス等の花井では,とくに,そのことが求められているとのこと｡後継者には,農業

の勉強として,花井の栽培をまかせ,そのもうけを後継者自身の収入にしている｡父親は,技術習

得は勿論のこと,もっと農業全般について学習を希望している｡

IS家は,母親58歳,息子31歳の労働力構成である..農業経営は,ほとんど,,;息子が自由にやっ
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ている｡農畜作物は,稲作�"2.7反,グラジオラス1反,ゆり0.5反,菊0.5反,′野菜1反,繁殖牛

4頭ということであり,花弁･野菜を中心にしての農業収益である｡部落の園芸部会が勉強になっ

ているとしている｡しかし,部会に参加するだけでなく,眉分で研究することが基本としている｡

とくに,自分で市場を見て歩くことが一番ということ｡今後の農業経営は,花井で規模を拡大し

て,生計を維持していきたいとしている｡

KY家は,親は隣りに別家して,肥育牛9頭′,繁殖牛6頭,稲作2反で生活している｡世帯主

やま, 31歳の青年である｡大学の商学部を出て,自衛隊に入ったが, t昭和54年に親の反対を押し切

って, Uターンしてきている｡自衛隊でとった建設関係の資格で建設業の日雇いをして2年間,農

業と日雇からの収入を得たが,今年は農業収入のみで生計を期待している｡グラジオラス,ゆり,

菊等の花井を中心にしての農業経営である｡部落の園芸部会では,役に立たずとして,別グループ

を作って勉強をしている｡農業簿記,作業日誌は,毎日つけている｡

今後の学習の希望は,原価計算･販売経路の問題を強く求めている｡農業をやっていくうえで

紘,学歴は必要ないが,専門機関や自分で先進地視察,雑誌などで学習をしていく必要があるとの

ことである｡

MA家は,父親69才であり,農業後継者31才が,農業経営を実質的に行なっている｡農業の従

事日数は,息子と父親は同じ程度であるが,息子の妻には, 3才と1才の子供の養育があり農業を

させていない｡農著作物は,稲作5皮,転作として飼料畑5.2反,かぼちゃ2反,-繁殖牛14頭で

ある｡農閑期に,日雇いのトラック運転手に出ている｡昨年度の農業,日雇い賃金は,農業所得の

6分の1程度の小使い程度である｡昨年度の農業所得は,∴部落内では,相対的に高く, 300万近く

あげている｡部落の生産組織の稲作部会,園芸部会,畜産部会,機械利用部会は,後継者が毎回参

加している｡農業研修は,地域で身につけていくことが基本であり,農協,役場,改良普及所がよ

くしてくれているとのこと｡今後の農業経営は集約して収益をあげる方向をみている｡

KY家は,世帯主70才であるが,農業経営を自由に後継者31才にまかせていない｡後継者は長

女の未である｡農畜作物は,.稲作7.8反,麦3虜,繁殖牛4頭である,水田は, 1町1反あるが,

転作割当地を積極的に農業経営地に利用していない｡部落の生産組織の園芸部会,畜産部会に後継
I

者は参加していない｡こゐ農家は,水田面積は,部準の中で最も大きい層であり,世帯主も,かっ
､

て町会議員をしたことのある人であるが,農業経営は意欲的にとり組んでいない｡後継者も家の中

で自由になっていないようにみられることは,われわれの調査に対して,世帯主の意見に従ってひ
l

とつひとつ答えている状況から推測される｡
I

ところで,新農横の部落の推進委員長を努めているKT家の世帯主は, 30後半で,その役職に
∫

ついている｡この農家は,メロン,カボチャ,キヌサヤ等の園芸作物を中心にして農業経営を行っ

ており,部落の園芸農家の､中でも中心的存在である｡部落の農業青年層のリーダー的存在でもあっ

たのである｡町長の息子37才･も,田代高の農業科卒で,現在畢業で生計をたてており,･カボチャ'
～

ブロッコリーなどの園芸を転作物にとり入れて,意欲的に農業経営を行なっている｡ガポチャ,ブ
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ロッコリーでは,年5-6回の研修を行なっている｡昨年度は,ブロッコリーで失敗している｡昭

和56年度の農業所得は, 260万程で,生計の補助として, 1ケ月間,建設土方の日雇いに出ている｡

新農構の推進委員長も山林労働者として勤めていたが,振動病でやめて,農業を専業にするように

なっている｡青年層のリーダー的存在になる中年層が,青年の心をよくつかみひきつけているの

ほ,彼らが,決して農業経営基盤が安定していて,親の築いたものをそのまゝ引き継いだというこ

とでなく,苦労をしながら農業を専業にして生きていこうとしているからである0

猪鹿倉部落の地域農業の中で,青年層が大きな役割を果していることは,生産組織による農業機

械化一貫体系化によるオペレーター的役割のためだけでなく,青年自身が,きびしい稲作の転作の

中で,意欲的に学習して新しい作物を積極的にみいだそうとしていることである｡それは,園芸作

物であったり,肉用牛の品質向上であったり,それぞれグループを作って,集団的に地域農業を作

りあげている｡とくに,水田利用再編事業の田畑輪換を部落全体で行っていることは,個々の農業

経営の計画のまえに,部落として地域農業計画が前提にされているのである｡この新しい対応に,

青年層が中核的役割を果し,部落全体,とくに,田畑輪換の集団的推進の為の農地管理の運営に壮

年層が指導性を発揮しているのが,猪鹿倉部落の大きな特徴である｡個々の農家でも,園芸部門で

は,青年層にまかせて,稲作は,父親が責任をもつという役割分担のできているところも少なくな

い｡また,隠居別家をして,青年層に早くから農業経営の責任をもたせるなど,猪鹿倉部落の伝統

的な青年の位置づげも無視できない｡

終戦後,猪鹿倉部落は,根占町から分村して,田代町へ合併しているが,役場との交渉,部落の

まとめなど中心的な役割を果したのが青年団であり,部落での発言に青年層が大きな位置を当時に

おいても占めていたのである｡
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あ　と　が　き

第四章第二節で扱かった鹿児島県出水群野田町の調査,鹿児島県肝付県内之浦町大浦の調査に,

鹿児島大学南方科学研究センターから補助を受けた｡なお,本調査の集計には,鹿児島大学教育学

部教育学科社会調査実習･教育社会学演習の受講学生があたった｡さらに,第三節で扱かった北海

道名寄市曙部落の調査は,北大社会教育研究室と名寄女子短大の合同調査に,昭和56年度の内地

研究員として神田が加わったものである｡鹿児島県肝付郡田代町猪鹿倉部落の調査は,昭和57年

度鹿児島大学公開講座｢地域社会と農業,農民｣の一環として大学内の教育と研究が組まれ,教育

学部教育学科教育社会学演習･社会調査実習の受講学生が,それにあたった｡なお,野田町の調査

も昭和55年度の鹿児島大学公開講座｢地域社会と農業,農民｣,昭和57年度｢地域論セミナー｣

の中で調査研究が深まっている｡


